
令和２年４月１日から 

障害サービス課の編成が変わります 
 

１ グループ編成の概要 

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課 

これまで 令和２年４月１日～ 

 施設指導グループ 

 事業支援グループ 

 津久井やまゆり園再生グループ 

 監査グループ 

 運営指導グループ 

 事業支援グループ 

 福祉施設グループ 

 監査グループ 

 

２ 新しい事務分担 

運営指導グループ 

〇 主な業務 

県立直営施設及び指定管理施設の運営指導 

津久井やまゆり園の再生 

〇 問合せ先 電話：045-210-4705 

 

事業支援グループ 

〇 主な業務 

障害者総合支援法等に基づく事業者指定及び指導 

〇 問合せ先 電話：045-210-4717・4732 

 

福祉施設グループ 

〇 主な業務 

民間障害福祉施設等の整備 

グループホーム等運営支援及び補助 

〇 問合せ先 電話：045-285-0738 

 

監査グループ 

〇 主な業務 

障害者総合支援法等に基づく指定事業所等の実地指導及び監査 

〇 問合せ先 電話：045-210-4736 

 

※ FAXは全て045-201-2051 

※ 津久井やまゆり園再生グループは、共生社会推進課に移動しました。 

   電話 045-285-0554（意思決定支援グループ） 

【神奈川県からのお知らせ】 


